
議案第５９号 

 

鯖江市個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

 

鯖江市個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を

別紙のとおり制定する。 

 

令和６年８月２７日提出 

 

 

   鯖江市長  佐々木 勝 久 

 

 

提案理由 

個人番号を利用する特定個人情報を追加するため、所要の改正を行いたいので、この案

を提出する。 

 



鯖江市条例第  号 

鯖江市個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例 

鯖江市個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年鯖江市条例

第２２号）の一部を次のように改正する。 

別表１市長の項中「または住民基本台帳法」を「、住民基本台帳法」に改め、「以下

「住民票関係情報」という。）」の次に「、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２

号）、健康保険法（大正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律第７３号）、

私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）、国家公務員共済組合法（昭和３３

年法律第１２８号）もしくは地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）によ

る医療に関する給付の支給に関する情報（以下「医療保険給付関係情報」という。）また

は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）による医療に関する給付

の支給に関する情報（以下「高齢者医療保険給付関係情報」という。）」を加える。 

別表２市長の項中「または住民票関係情報」を「、住民票関係情報または医療保険給付

関係情報」に改める。 

別表３市長の項中「または住民票関係情報」を「、住民票関係情報、医療保険給付関係

情報または高齢者医療保険給付関係情報」に改める。 

別表４市長の項中「または住民票関係情報」を「、住民票関係情報、医療保険給付関係

情報、高齢者医療保険給付関係情報または国民健康保険法、健康保険法、船員保険法、私

立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法もしくは高齢者の

医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報」に改める。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


